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沖縄市では、 一般社回法人沖縄産業開発青年協会第１６９期青年隊

へ入隊（令和８年１　０　ＪＩＩ　）される方へ、資格ＪＩ又得のための受講Ｒび技能

指導等にＲする費Ｊｉｌを補９します。

訓練期間 ：令和８年１０夕１１１日 （日 ）～令禾］９年３万１３日 （土）
貧困の連鎖を断ち切るため経済的に困窮する若年者に対し、就業する際に
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有利となる資格む得等に係る費Ｊ≡目について補助し、就業の機会を拡大・ 創皀
する とと もに、失業率の改善を回る。

問合せ先

１。 日本国籍を有 し、 沖縄市に住所を１年な上有する者

２．学校教育法で定めるｑ＝１学校を卒業した者又は卒業見∃ｉとみの者
３．本プログラム と回様の他の補助金等を受給していない者
４． １５歳か ら３９歳 までの者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｔ＝き。）
※予算にＲり があるため、 応募者多数のｉｌ合はＸ考にな ります。

【を額交イサ】生戔寐售ｔ帯， 市県Ｒ税非獸税せ帯に属す る＝者
【牛額交イ才】上おなか，の旭．帯に属する者

１８歳匐，上　 ６９５，０００ＦＩ＝］（を額）３４７，５００Ｐヨ （牛額）
１７歳，１６歳　６６５，０００Ｆエヨ （を額） ３３２，５００Ｆエヨ （牛額）
１５歳　　　６３５，０００Ｐヨ（を額）３１７，５００Ｐヨ （半額）

１。車両系建℡機械ミ転技能講習修了証

２．ガス溶接技能講習修了Ｕ。
３．アーク溶接特示教育講習修了証
４．∃ｉ掛技能講習修了Ｅ
５．小型移動式ク レー ンミ転技能講習修了証

６． フォ ーク リフ ト∃Ｋ転技能講習修了証

７． ローラー特別教育講習修了証
８．車馬系まま機械ミ転技能講習（解体ＪＩ）修了ｎＥ
９．伐木特別教育修了証

１０．刈払機取扱作業者安を衛圭教育修了証

１１．大ｔ特殊自動車免許℡Ｅ 「１８歳」次上のみ）
１２．二等無人航を機操縦士技能証回書
（１６歳匐、上の み、 学ね ・実逖講習実施）
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募集期間は

令１口８年９Ｊｉｌ　１８　日（ｔ） まで

沖縄市役所　２階　経済文化部　企業誘致課
干９０４－８５０１　 沖縄市仲宗横町２６番１号

ＴＥＬ　：　０９８－９３９－ １２ １２　 甄線 ：３ ２３７　・　 ３２３５

※直接、 窓口でのお申込みにな ります。

Ｗ冖・
Ｗ

－
一

ぷら



～申請の手続きにつＳ，
１イ才期間： 令暴］８年６万万ｊ１６日 （火）
時　　 間： 午前９時～午後５時まで

応募方法 ：窓口串え

へ４

～今年口９年９タヨ１８日 （兔）※土日 ・祝 日を Ｗく

【を皀書類】
①き者就業支まプログラム補助金タイ才串請書（様式第１そ）
②イ圭Ｒ雰獵本（串論＝台の戰する旭．帯を員の住Ｒｇの写し）
③市リＲＲ税所得＝課稙証回書 （生活保護悒．帯以夕｜、の：ぢが提皀）
※串論者含め、串論者のＸするｔ帯を員忸の所得課税２回書を提ぷ して下さ い．

④生戔保護寉叭書 （生き保護せ帯の方が提祉）
⑤奕縄ま業開発青年協会にまｉ したちＷ書のぢし
⑥Ｗ康診断書のぷし
へ４ ａ

ｊ・ （申請慙）

（市）

１． ｊ（補助金
串請者）

奈奈 ・付゜

『３ ヶノミ｜ 』ス Ｆ大１にそはした殲誨、診断）
心

き＝者就業まモほプロ グラ ム補助台交イ才申請書 （様式第１篶）等のｔＥｉ

申請書の 甄容を確翫の 上、 若者就業支援プロ グラ ム補助金

吏付 ・不交付決定きタミロ書（様式第２そ） にて七、口

養成機関修了から １４日り、為に

①ｔ者就業ま援プログラム補助金ぎ脹報乞書 （様式第５そ）
②沖縄市が必要と認める書類等　をｊｌｉ して下さ い。
ただ し、 交付額確定前に養成機回へ の口座振替を希ｔする 場合 は、

①き者・就業友、援プログラム補助金概徊：‰、等串請書 （様式第７篶）
②ち者就業ま援プログラム補助兔請粟書兼そ領を任１犬（様式第９そ）
を提ｉして下さい。
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【変ＪＩ、む消】

補助金決定者にお いて、次のいずれかに 該肖 した場合は、 若者就業支援プロ

グラ ム補助金交付変ぞ ・交付な消決定１ぬ害 （様式第１２そ） にて、決定を 変ｊｌ

又はなり 消し を七、ロ しま す。

（１）若者就業支援プ ログラム補助金串 請Ｆ大丿容変ＪＩ ・受給資格・ を受ミし たと き。
（２）交付要件に変ｊｌがある こと をタミロ つた ときｏ
（３）特ＳＩ」なミ包がな く養成期間を途中でぶ校又はぷ所し たと き。
（４）養成期 Ｍへの入校又は入所をなり やめ たと き。
（５）虚偽そ の他万１Ｅな手段によ り補助金を侫、給 した と翫める とき。

【返還】
補助金交付決定者にお いて、次のいずれかに該白 した場合 は、 決定 をヨ又り臘

し、 Ｒに交付 した補助金のを部又は一部を返還していただきま す。

（１）特別なミ包がな く養成機関を途中でぶ校又は一部を返ま して いただき ます。
（２）虚偽そ の他万１Ｅな手段によ り補助金を受給し たと 認め ると き。
（３）そ の他市長が補助金の交付を不適芭と 嶌め たと き。


